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【よくあるご質問】 

 

ご質問 ご回答 
Ｑ１： 

端株の処分の方法としてどのような 

ものがあるのか。 

Ａ１： 

①『端株買取請求』によりご売却される方法 

②『端株買増請求』により整数株にされる方法 

③お手続きをされず、『一括処分』により買取代金を

受け取られる方法 

の３つの方法がございます。 

Ｑ２： 
８月２９日に「端株の処分に関する税制

についてのご案内」が届いたが、『端株

買取請求』と『一括処分(みなし配当)』
の場合とではどちらが得なのか。 

税金のことを考えたら『端株買取請求』

をすべきか？ 

Ａ２： 

『端株買取請求』と『一括処分(みなし配当)』と
どちらが得であるか、一概に申し上げられませんが、

はがきに記載の例の場合、『一括処分(みなし配当)』
のほうが手取額は少なくなりますので、事例を

ご参考にご判断をお願いいたします。 
 

買取等の価格について 

『一括処分』により株主様が買取代金を受け

取られる場合は１０月１日の東京証券取引所の終

値、『端株買取請求』、『端株買増請求』の場合は、

株主様からご請求をいただいた時の東京証券

取引所の終値となります。 
 

税金について 

『一括処分』の場合は、みなし配当課税が適用と

なります。この場合「みなし配当にあたる部分(※)」

について、配当金にかかる税金と同様に所得税が

７％、地方税が３％かかり、源泉徴収されます。 

『端株買取請求』の場合は、株式の譲渡益課税の

対象となります。 

『端株買増請求』の場合は、株主様からの譲渡では

ありませんので、税金はかかりません。 
 
なお、個別の税金の計算やご相談に応じることは

いたしかねますので、最寄りの税務署にてご相談

願います。 
 

Ｑ３： 

『端株買取請求』をしようと思うが、

４月に送られてきた「端株買取請求書」

を使用できるか？ 
 

Ａ３： 
お使いいただけます。 

なお大変恐縮ではございますが、９月２４日必着

にてお手続書類をお送りいただきますよう、

お願い申し上げます。 



 

 

ご質問 ご回答 
Ｑ４：  

『端株買取請求』又は『端株買増請求』

をしようと思うが、手続はどうしたら

よいか？ 

Ａ４： 
（１）『端株買取請求』の場合 
お手元に「端株買取請求書」がない場合は、

株主名簿管理人（三菱ＵＦＪ信託銀行 証券代行部）

より、お手続き書類をご郵送させていただきます。

なお大変恐縮ではございますが、買取請求は

９月２４日必着にて、お手続書類をお送りいただき

ますよう、お願い申し上げます。 

 

（２）『端株買増請求』の場合 

９月１０日までにお手続きの完了をお願いしており

ますので、至急、株主名簿管理人（三菱ＵＦＪ信託

銀行 証券代行部）へご連絡をお願いいたします。

株主名簿管理人より、お手続き書類をご郵送させて

いただきます。また、端株買増に必要な金額等の

ご案内があるため、専門の担当者から折り返し

お電話させていただきます。 

Ｑ５： 

「みなし配当」とはどのような所得か？

Ａ５： 

所得税法第２５条の定めによるものであり、企業が

自己株式を取得した場合には、その金額が会社の

１株あたりの資本等の金額を超える場合に、その

超過金額が「剰余金・利益の配当または分配」と

解釈され、配当所得として源泉徴収の対象となりま

す。詳細については最寄りの税務署にご確認願いま

す。 

Ｑ６： 

「みなし配当」の適用を受けたくない

場合はどうすればいいのか。 

Ａ６： 

８月２９日に発送しておりますハガキに記載の

とおり、株主様が個別に買い取りまたは買い増し

（「買い増し」は９月１０日書類必着）のお手続きを

行った場合はみなし配当には該当しません。 
Ｑ７： 

 「みなし配当」が適用されると

確定申告の必要はないのか。 

Ａ７： 

通常の配当金と同じ扱いとなりますが、 

詳細については最寄りの税務署にご確認願います。

 




